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北区障害者地域自立生活支援室より    
    

 

 

第１８号（2006年６月発行） 

 

      【相談窓口】 

  〒114-0032 東京都北区中十条1-2-18 障害者福祉センター１階 

  TEL：03-3905-7225   TEL・FAX 兼用：03-3905-7226    E-MAIL：peernet@ma.kitanet.ne.jp 

 開所日時：月～金 １０時～１９時  土 １０時～１７時 ＊日・祝・年末年始は休み 

 

    今今今今号号号号のののの内容内容内容内容     

 平成18年度「居宅介護事業所報告書」ただ今作成中 ・・・・・  １ページ 

 第２回「障害者自立支援法」勉強会を開催しました  ・・・・・  ２～３ページ 

 パソコン講座日程変更のお知らせ     ・・・・・  ４ページ 

 ヨガ教室、曜日変更のお知らせ      ・・・・・  ４ページ 

 合同ボランティア会のご紹介      ・・・・・  ５ページ 

 【情報提供】モニター募集のお知らせ    ・・・・・  ６ページ 

 【情報提供】ミプロキッズフェア2006   ・・・・・  ７ページ 

 【情報提供】発達障害をご存じですか？  ・・・・・  ７ページ 

 【情報提供】車いすでも気軽に行けるお店紹介  ・・・・・  ８ページ 

 

平成18年度版「居宅介護事業所報告書」ただ今作成中 

一昨年、昨年とご好評いただきました、「居宅介護事業所報告書居宅介護事業所報告書居宅介護事業所報告書居宅介護事業所報告書」を今年も作成いたします。５月初

めに北区内の80ヶ所あまりの事業所にアンケートをお送りし、現在、その回答が支援室に続々と送られ

てきています。随時、冊子にまとめる作業を進めておりますので、完成まで今しばらくお待ちください。

今年は、昨年までの調査項目（17 項目）に加え、新たに、利用者の皆様からご要望の多かった「手話の

できるヘルパーの有無」、「医療的ケア提供の有無」、「重度障害者の介護経験の有無」についても調査させ

ていただきました。冊子が完成いたしましたら、今後の“支援室だより”でお知らせいたします。 

平成平成平成平成18181818年度年度年度年度「「「「居宅介護事業所報告書居宅介護事業所報告書居宅介護事業所報告書居宅介護事業所報告書」」」」調査項目調査項目調査項目調査項目 

①事業所の名称 ②事業主体（代表者） ③住所 ④電話番号・FAX番号 

⑤メールアドレス ⑥ホームページのURL ⑦事業開始年月日 ⑧事務所営業時間 

⑨苦情相談窓口 ⑩提供サービス内容 ⑪ヘルパーさんの年代・性別 

⑫手話のできるヘルパーの有無 ⑬平成17年度の利用者実績数（障害別） ⑭派遣可能な時間帯 

⑮キャンセル料金の有無（金額等） ⑯自費の場合の料金 ⑰社会福祉法人負担減免の実施 

⑱重度障害者の介護経験の有無 ⑲医療的ケア提供の有無 ⑳事業所の理念やサービスの特徴 

【年6回偶数月上旬発行】 



 2

第２回「障害者自立支援法」勉強会を開催しました 
 ５月２７日（土）、障害者福祉センター４階の第２ホールで「第第第第２２２２回回回回障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法」の勉強会を開

催しました。当日はあいにくの大雨で数名のキャンセルもありましたが、大勢の方にご参加いただきまし

た。ありがとうございました。 

 今回は２回目ということで、最初に「障害者自立支援法」の概要を簡単に説明した後、５月から始まっ

た「認定調査」について詳しく取り上げました。 

 認定調査とは―― 

 「障害者自立支援法」では、障害者がホームヘルプやデイサービス等のサービスを利用する場合、認定

調査員が利用者の自宅等を訪問して、「認定調査」と呼ばれる聞き取り調査が行われます。この調査は、

その障害者にどの程度のサービスが必要かを判断する材料の一つとして使われます。調査される項目は以

下の３つです。 

①コンピュータによる一次判定のための106項目の聞き取り 

サービス提供の基準を一律にするため、障害者の心身の状況を判定するための106項目の聞き取りが行

われ、その回答がコンピュータにかけられて障害程度区分が決定される。「106 項目」とは、現在、介護

保険の調査で使われている 79項目に、障害の特性を考慮した27項目が付け加えられたものである。 

 

 

①の聞き取りは３択から５択程度のマークシート   認定調査が障害者の家を訪問して行われる際、 

方式であるため、より詳しく支援ニーズを反映する その障害者の生活状況等（一人暮らしか、同居者 

ため、各質問についての詳細な聞き取りが行われ、 がいるか、現在のサービス利用状況、日中活動の 

調査票に書き込まれる。たとえば、「起きあがり」 状況、介助者の状況、居住環境など）の聞き取り 

という質問で、「何かにつかまればできる」という も同時に行われ、調査票に記入される。 

項目を選んだ場合、何につかまればできるのか  この概況調査は判定では使われないが、市区町 

など、普段の状況がわかるように記入する。  村が支給決定をするときに使われる。 

 

今回の勉強会では、障害者にとって初めての経験となる「106項目の聞き取り」がどのようなものなの

か、実際に介護保険で聞き取り調査を行っている調査員の室
むろ

岳男
たけお

さん（北区社会福祉士会）と、障害当

事者である市川
いちかわ

幹
もとき

さんのご協力のもと、デモンストレーションを行いました。 

106項目すべてについて聞き取りを行うには１時間

ほどの時間がかかります。時折説明を入れながらの室

さんの丁寧な聞き取りに、市川さんも真剣にお答えく

ださり、終わったときにはお二人とも疲労の色が見え

るほど、熱心に行っていただきました。ありがとうご

ざいました。 

②特記事項 ③概況調査 

デモンストレーションを行う市川さん（左）と室さん 
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この勉強会で認定調査を理解
できたか

わから
ない
0.0%

よくわ
かった
14.2%

わかっ
た

86.1%

あまり
よくわ
からな

い
0.0%

 

 

 

 第２回勉強会参加者の皆様のご意見・ご質問  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２回勉強会アンケート集計結果  

 今回の勉強会でも、大勢の参加者の皆様にアンケートにご回答いただきました。ご回答いただいた皆様、

ありがとうございました。集計結果をご報告します。 

  

 

 

 

   

   

   
勉強会にご参加いただいた皆様には、認定調査についてご理解いただけたようで、良かったです。しか

し勉強会をやればやるほど新たな疑問が生まれ、それに伴って参加者の皆さんの意見交換も盛んになって

きたように思います。「第３回目もぜひ」とのお声もあり、支援室では今後も随時、「障害者自立支援法」

の勉強会を続けていこうと思います。第３回の日時や会場が決まりましたら、”支援室だより”やチラシで

お知らせいたしますので、皆さん奮ってご参加ください。 

勉強会に参加しての感想

よかった
42.9%

よくな
かった
0.0%

非常に
よかった

42.9%
まあま

あ
14.2%

どの調査員も 

同じようなや

り方で調査を

するのですか。 

 聞き取り調査をした調査員が実際に 

調査票に記入したものを確認させてもら

うことはできますか。 

利用者本人と 

家族等の意見

が異なる場合

は、どうなる

のですか。 

ただ106項目に答えるだけでなく、自分の 

状態を特記事項に詳しく書いてもらうこと

が 

実際にどんなことを 

聞かれるのかがわかって、 

よかったです。 

デイ 

サービスの 

利用者は自宅 

ではなく、デイサ

ービスの場所で調

査されることがあ

ると聞きました。 

自宅での生活の 

状況がうまく 

説明できるか 

 心配です。 

勉強会にご参加いただいた皆さんの様子 
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 パソコン講座日程変更のお知らせ 
前号でお知らせしました「スキルアップパソコン講座～いちから始める徹底エクセル～」の開催日程が

変更になりました。 ４回シリーズの予定でしたが、３回までとなります ので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

日 時：７月12日、19日、26日（毎週 水 曜日）１８：３０～２０：４５ 

 

 

場 所：北区障害者福祉センター   講 師：北区ＩＴコミュニケーションズ 

対 象：①パソコンの技能を身につけて就職に役立てたいと思う 

 身身身身体障害者手帳体障害者手帳体障害者手帳体障害者手帳か愛愛愛愛のののの手帳手帳手帳手帳をお持ちの方。 

     ②北区に在住・在勤・在学で、 

３日間すべてに休まず出席できる方。 

     ③キーボードを使用して文字入力ができる方。 

内 容：エクセルの入門から初級終了までを学習します。（変更の可能性あり） 

     １日目：文字入力、行・列・セルの挿入、削除 etc. 

     ２日目：相対参照＆絶対参照、SUM関数etc. 

     ３日目：オートフィルタ、SUBTOTAL関数、TEXT関数 etc.、印刷と総復習 

定 員：６名（定員を超えた場合は抽選となります）   受講料：無料 

申込み方法：お電話かＦＡＸにてお申し込みください。  

             氏名、住所、電話番号、障害の種別・程度、年齢をお書き下さい。 

             ０３０３０３０３－－－－３９０５３９０５３９０５３９０５－－－－７２２６７２２６７２２６７２２６（電話・ＦＡＸ共通） 

お申込み受付期間：６月２０日（火）～６月３０日（金） 

 

ヨガ教室、曜日変更のお知らせ 

 前号でお知らせしました「ヨガ教室」の開催日程が変更になりました。１０月～２月の第３月曜日の開

催になります。お申込み受付期間など、詳細は今後の“支援室だより”でお知らせしますので、しばらく

お待ちください。 

 

日時：10月16日、11月20日、12月18日、1月15日、2月19日（各月第３月曜日） 

１４：００～１５：３０ 

場所：障害者福祉センター１階   講師：ライフアップヨガ学院 武藤吐夢氏 

定員：１５名 

～～～～いちからいちからいちからいちから始始始始めるめるめるめる徹底徹底徹底徹底エクセルエクセルエクセルエクセル～～～～    

障害の種別は問いませ

ん。手話通訳手話通訳手話通訳手話通訳が必要な方

はお申し出ください。 

８月２日がなくなり、７月のみの開催となりました。 

ヨガヨガヨガヨガ教室教室教室教室    
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 合同ボランティア会のご紹介 

 北区には視覚障害に関わるボランティアグループが３つあり、「合同ボランティア会」として活発な活

動をしています。 

 

目の不自由な方！     ひとり歩きが不安なかた！     困ったとき！！ 

「合同ボランティア会」にお声をかけてください。くわしくはお電話で…… 

      ガイドヘルプ「北桜会
ほくおうかい

」 細田
ほそだ

 隆子
たかこ

 ０８０－１０５６－６９２２ 

点（字）訳「点字サークル六
ろく

星会
せいかい

（福祉センタークラス）」 都甲
とこう

 恵
え

弥子
み こ

 03-3949-4933 

音（声）訳「やまびこ」 千葉
ち ば

 常子
つねこ

 ０３－３９１９－３７４６ 

    

        ガイドヘルプガイドヘルプガイドヘルプガイドヘルプ「「「「北桜会北桜会北桜会北桜会」」」」    

北桜会は、視覚障害のある方にレクリエーションの場を提供するボランティアグループです。ガイド

ヘルパー資格者やガイドヘルプ講習会修了者がボランティアをしています。 

★レクリエーション 

・月１回 第２月曜日（祝日の場合は第１月曜日） 

・カラオケ、ミニハイキング、軽い運動、音楽鑑賞、ゲームなどをして、お茶菓子をいただき、 

おしゃべりしながら楽しいひとときを過ごします。 

・参加費 200円～1,000円（実費のみ） 

 

        点点点点訳訳訳訳サークルサークルサークルサークル六星会六星会六星会六星会（（（（福祉福祉福祉福祉センタークラスセンタークラスセンタークラスセンタークラス））））    

 

 

 

 

★活動場所 

・毎週水曜日：１０時～１７時 障害者福祉センター（03-3905-7111）ボランティア室 

・第１・３土曜日：１４時～１６時 障害者福祉センター ボランティア室 

・第１・３月曜日：１３時～１５時 富士見橋田端エコー広場（03-3824-3196）点字教室 

★六星会ホームページ：http://www.kdn.ne.jp/~rokusei/ 

    

        音音音音（（（（声声声声））））訳訳訳訳「「「「やまびこやまびこやまびこやまびこ」」」」    

★活動日時＆場所：第２木曜日 １０時～１２時 障害者福祉センター（03-3905-7111） 

第４木曜日 １０時～１２時 社会福祉協議会学習室（03-3906-2352） 

 

 

ＲＲＲ 

視覚障害に係る合同合同合同合同ボボボボランティアランティアランティアランティア会会会会    

 

読みたい本が点字図書館にもない 
カタログ・説明書などを点訳して欲し

点訳について詳しく知りた

い 

点字をやってみたい 点訳サークル六星会 

（福祉センタークラス）に 

ご相談ください。 

区立図書館では、対面朗読の制度もあります。 

窓口は北区立中央図書館（03-3912-8566）です。 
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情報提供 

 その１：モニター募集のお知らせ  

福祉の荒川づくり計画では、北区岩淵地区の荒川河川敷を訪れた方への情報

提供支援のあり方を検証するため、ユビキタスネットワーク技術を活用する実

験に参加して、簡単なアンケートにお答えいただくモニターを募集しています

（中学生以上対象、18才未満は保護者同伴）。 

 Ａコース Ｂコース 

内容 白状を使用した体験 ユビキタス・コミュニケータを使用した体験 

視覚障害者誘導用ブロック等に設置した IC タグを読み取り、音声による方向案内

情報を得て移動しながら、荒川にある施設や自然環境などの河川情報を音声案内で

取得することができます。（所要時間：約９０分） 

期間 6/1（木）～6/16（金） 

[土・日・月を除く] 
6/1（木）～6/16（金）[月を除く] 

募集人数 午前・午後 各２名 午前・午後 各１０名（車いす使用者、外国人を含む） 

集合時間 午前の部＝１０時／午後の部＝１４時 

実験場所 東京都北区志茂地先（荒川治水資料館周辺の荒川河川敷） 

 ・ＪＲ赤羽駅より徒歩約２０分 

 ・地下鉄南北線赤羽岩淵駅より徒歩約１５分 

応募方法 下記の必要事項を明記の上、FAX、郵送、Eメールでご応募ください。 

①希望コース  

②希望日時（第２希望まで。時間は午前、午後からお選びください） 

③郵便番号、住所、電話番号、FAX番号、Eメールアドレス 

④氏名、年齢（各コース連記可） 

⑤移動時の使用具（白状、盲導犬、車いす、その他等） 

⑥モニター参加時の介助者の有無（未定の場合もその旨を明記） 

ウェブサイトからの申込も可→http://www.ara.or.jp/arage/ubiq/jp/monitor.html 

お申込・

お問合せ

先 

荒川下流実証実験事務局（財団法人国土技術研究センター内） 

〒１０５－０００１ 東京都港区虎ノ門3-12-1ニッセイ虎ノ門ビル９階 

TEL：０３－４５１９－５０４８（平日９：３０～１７：００） 

FAX：０３－４５１９－５０１２ 

Eメール：ara-ubiq@jice.or.jp ホームページ：http://www.ara.or.jp/ 

・参加の日時については、調整の上、後日事務局から連絡があります。 

・Ｂコースについては、空きがある場合、現地で申込の上ご体験できます（身分証明書をご提示

ください）。 

・各回とも定員に達し次第、募集を締め切ります。 

・6 月 17 日（土）以降も実験は不定期で行われる予定です。体験ご希望の方は、下記までお問合

せください。 

国土交通省 荒川下流河川事務所 調査課：TEL：03-3902-3220（平日9:30～17:00） 

土日祭日は駐車場 

あり（有料） 
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 その２：ミプロキッズフェア 2006  

障害のある子どもたちのためのお役立ち情報を一堂に集めた総合展示会「ミプロキッズフェア」が今年

も開催されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その３：発達障害をご存知ですか？  

平成 17 年４月１日に「発達障害者支援法発達障害者支援法発達障害者支援法発達障害者支援法」が施行されて以来、マスコミ等を通じて「発達障害」とい

う言葉を見たり聞いたりすることが多くなりました。しかし、具体的に「発達障害」とはどういうものな

のか、まだまだ広く知られるようになっていないのが実情です。 

        「「「「発達障害発達障害発達障害発達障害」」」」とはとはとはとは    

代表的な発達障害として挙げられるものに、自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害（Ａ

ＤＨＤ）、学習障害（ＬＤ）などがあるが、他にも数多くの障害が発達障害に含まれ、重複することも

あるため、単純な定義づけはできない。乳幼児期から幼児期にかけて現れることが多いとされる一方、

大人になってから診断を受け、悩んでいる人も少なくない。一般に集団生活が苦手で他者とのコミュニ

ケーションがうまく取れないため、周囲とのあつれきが生まれやすいとされる。 

 

★関連団体のホームページ 

社団法人日本自閉症協会：http://www.autism.or.jp/ 

 日本自閉症スペクトラム学会：http://www.autistic-spectrum.jp/ 

  日本ＬＤ（学習障害）学会：http://wwwsoc.nii.ac.jp/jald/ 

全国ＬＤ親の会：http://www.normanet.ne.jp/~zenkokld/index.html 

ＬＤ（学習障害）親の会「けやき」：http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/ 

  ＮＰＯ法人大人のＡＤＤ＆ＡＤＨＤの会：http://www.adhd.jp/ 

  日時：７月１日（土）、２日（日）10 時～17 時 

会場：池袋サンシャインシティ 文化会館３階Ｃホール（豊島区東池袋 3-1-4） 

・池袋駅（エレベーター有）東口より徒歩10分 

・東池袋駅（地上出入口～改札：要介助、改札～各ホーム：エレベーター有）より徒歩４分 

・都電荒川線 東池袋４丁目駅（段差なし）より徒歩４分 

☆サンシャインシティ地下駐車場（1800台・有料）のほか、周辺にも駐車場あり。 

内容：子ども向け福祉用具・遊具などの展示・体験、車いすの指揮者によるクラシック体験教室、 

トリノパラリンピック日本代表によるシットスキー教室 

各種セミナー、相談など 

主催：（財）対日貿易投資交流促進協会（MIPRO） 

お問合せ：オフィスイント TEL:03-3272-5022／FAX:03-3272-5023 

詳しくはhttp://www.im-fine.net/event/mipro2006.htmlをご覧ください。 

 

ミプロキッズフェア２００６ 

入場無料 

アザラシロボットの

お出迎えもあるよ。 
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 その４：車いすでも気軽に行けるお店紹介  

～ ホームファッション ニトリ 赤羽店 ～ 

 

◆所在地：北区神谷3-9-20 

都バス・赤羽駅東口行 バス停「神谷陸橋」   

都バス・豊島五丁目団地行 バス停「神谷陸橋」 

※新宿駅西口行のバス停「神谷陸橋」とは場所が違います。 

※車の場合は下の地図をご参照ください（北本通りから右折

進入はできません）。 

◆営業時間：

10：00～20：00 

◆電話：03-3903-0212 

◆店内案内：１階・インテリアのフロア（車いすトイレあり） 

      ２階・家具のフロア（休憩スペースあり） 

      ３階～５階・駐車場 

◆ニトリのホームページ：http://www.nitori.co.jp/ 

 ４月28日（金）、北本通り沿いの神谷３丁目に ニトリ赤羽店  が 

オープンしました。大型家具から日用品まで生活のすべてをお手軽

な値段でトータル・コーディネートできる大型店舗「ニトリ」

の全国134店舗目です。入口を入ってすぐの右手にエレベ

ーター（36人乗り）が２基あり、店内の通路も広々とし

ています。１階のカーテン売り場の奥に車いすトイレが

あり、女子トイレにも広めの洋式トイレがあります。車

いすの貸出もあり、駐車場には入口ちかくに車いすマー

クのあるスペースが確保されています。 

色とりどりの様々なアイテムが勢ぞろいする店内を回

れば、お気に入りの商品が見つかるかもしれません。季節や

気分に合わせて、暮らしを気軽にリフレッシュしてみませんか。 

 

 

 編集後記  

北区障害者地域自立生活支援室から“支援室だより”第18号をお送りしました。支援室では旧年度か

らの業務のみならず新たな業務を精力的に行って、障害者の皆様に頼りにされる支援室になるべく努力

いたしております。これからもよろしくお願いします。 

＊   ＊   ＊   ＊   ＊ 

 今年の５月は爽やかな青空を見られる日が少なく、雨が多かったですね。皆さんの中にも体調が乱れ

がちだった方がいらっしゃるのではないでしょうか。このまま梅雨になってしまうと何だか損した気分

になってしまいそう。なにかスカッといいことがないかしら！？（くるみ） 

下
車
す
ぐ 

駐車場（３階）の車いすマ

ークが描かれたスペース 

店内の様子 

休憩スペースの様子 


